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千葉市政担当記者　様
人材公募制度の改正について
本市では、職員が希望する職務に挑戦し、自らの持つ能力をさまざまな分野で発揮することによって、人材の有効活用及び組織の活性化を図る人材公募制度を平成１５年度から実施していますが、今年度新たに、課長補佐職を対象とした立候補制度を新設しました。これにより、これまで人材公募制度を活用することができなかった係長職及び主査職の職員が人材公募制度に応募できるようになり、全ての職位の職員を対象とした制度に改正されましたのでお知らせします。
１　新たに実施する制度
（１）課長補佐職立候補制度
目　　的：意欲と実行力がある職員を課長補佐職に登用することにより、所属業務の円滑な遂行や人材育成といった課長補佐職に求められる役割に十分に力を発揮してもらい、組織の活性化、ひいては市民サービスの向上を図ります。
応募資格：係長職又は主査職経験年数３年以上の職員
選考方法：応募理由論文、面接、テーマを定めたプレゼンテーション
面 接 者：総務局長　ほか
２　今後の予定
人材公募で選考された職員は、平成２１年４月１日の定期人事異動で配属する予定です。
３　人材公募制度の概要
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人材募集型 主査補及び３級以下の職員で、在課２年以上の者

公募する業務に職員が

応募する制度

区長職 ７級の職員、６級課長職経験年数３年以上の職員

課長職 ６級の職員、５級在級年数２年以上の職員

課長補佐職係長職又は主査職経験年数３年以上の職員

係長職 主査補の職員、３級在級年数６年以上の職員

職務挑戦 主査補及び３級以下の職員で、在職５年以上かつ在課３年以上の者

職員自らが希望する職務

に挑戦できる制度

指定する職に就く職員を

募集する制度
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 平成２０年１２月２２日
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